
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みんなでつくりみんなで進める 

 

大船渡湾水環境保全計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 26 年 3 月 

沿岸広域振興局（大船渡）・大船渡市 

 

 



 

 

 

    

大船渡湾水環境保全計画の 

改定にあたって 

 

 

 

大船渡湾はいわゆる閉鎖性水域の特性等のため、湾の水質が環境基準を達成できない

ことが多かったことから、岩手県では、平成 2 年 3 月に、大船渡湾の水質を保全し良好

に維持するため「大船渡湾水質管理計画」を策定しました。さらに平成 12 年には、水

環境保全というもっと広い視点に立って広く意見を求めながら、県と市が共同で新たに

「大船渡湾水環境保全計画」を策定し、併せて「大船渡湾水環境保全計画推進協議会」

を設置することにより、各種施策の推進と計画の進行管理を図ってきました。 

県では、平成 15 年に森川海の保全と創造を図るため「岩手県ふるさとの森と川と海

の保全及び創造に関する条例」を制定しましたが、平成 18 年には「大船渡湾水環境保

全計画」をこの条例に規定する基本計画と位置づけ、「大船渡湾水環境保全計画アクシ

ョンプラン」を計画に加えることで、水環境保全計画をフォローする仕組みを構築しま

した。 

この間、水質汚濁防止法に基づく事業場排水の規制、合併処理浄化槽設置整備補助事

業の導入とその拡大を図るなど、関係者各位の協力等により、全体としては着実に改善

の方向に向かいつつはあるものの、大船渡湾の水質は環境基準未達成となっていました。 

このような状況の中、平成 23 年 3 月に東日本大震災津波が発生し、湾内への大量の

ガレキの流入、養殖棚の壊滅、湾口防波堤の倒壊など湾の水環境は一変しました。 

現在では、通水性を考慮した新しい湾口防波堤の工事が始まり、復興に向け水産業の

再開、事業場の再建等が進められており、湾内への流入負荷等も変動してきています。 

そこで従来の計画を見直し、現在の状況に合致するよう広く意見を求めながら大船渡

湾水環境保全計画の改定をいたしました。 

このような大船渡湾を取巻く環境の変化に対応しつつ『環境の世紀』といわれる 21

世紀に、市民、事業者、行政が協働して大船渡湾の水環境に配慮した行動を実践し、み

んなでつくりみんなで進める大船渡湾水環境保全計画が十分な成果を上げられますよ

う、これまで以上に皆様方の御協力をお願いします。 

最後に、本計画の改定にあたりご審議をいただき、有用なご意見や貴重な資料等を頂

きました「大船渡湾水環境保全計画推進協議会」の委員、関係機関、地域住民の方々に

厚くお礼申し上げます。 

 

平成 26 年 3 月 

            沿岸広域振興局副局長（大船渡）  青 柳   天 
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私たちのふるさと大船渡は、多様な動植物が生息・生育する五葉山県立自然公園や、断崖

が続く入り組んだ海岸線を核とした陸中海岸国立公園などの美しい自然景観を有し、地形の

変化に富むリアス式海岸の沖には、世界有数の漁場が広がっています。 

中でも、大船渡湾は天然の良港として、本市の基幹産業である水産業はもとより、重要港

湾として本市の多様な産業活動を支え、私たちは多くの恩恵を受けてきました。 

一方、私たちを取り巻く環境は、かつての産業公害は沈静化したものの、地球温暖化の進

行や生物種の減少、生活排水などの環境負荷、増え続けるごみの処理など、世界規模から身

近な市民生活まで様々な課題が顕在化してきています。 

大船渡湾においても、細長い地形による強い閉鎖性という特性などから、市の発展ととも

に、水質の保全が大きな課題となっていました。 

さらに、平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災により本市は甚大な被害を受け、湾

内の水環境も一変しました。震災後は、国内外からの多大のご支援をいただきながら、市民、

関係者並びに市が一体となった懸命の努力により、事業活動の再開など徐々に復興への兆し

が見られてきています。今後さらに復興の進展とともに、大船渡湾の水環境も大きく変化し

ていくものと考えられ、より良好な環境に十分に意を配していく必要があります。 

このため、今般、岩手県とともに、新たな大船渡湾水環境保全計画を策定いたしました。 

美しく豊かな大船渡湾を将来の世代に継承していくためには、市民・事業者・行政が、そ

れぞれの立場で環境に配慮した行動を自主的・積極的に実践することが必要であり、相互に

連携・協力しながら環境負荷の低減に努めていくことを切望するものです。 

結びに、本計画の策定にあたり、熱心にご議論、ご審議をいただきました「大船渡湾水環

境保全計画推進協議会」の委員の皆様をはじめ、貴重なご意見、ご提言をいただきました多

くの皆様に、心から御礼を申し上げます。 

 

平成 26 年 3 月 

大船渡市長  戸 田 公 明 
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